
128 
 

厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 
分担研究報告書 

 
国の通知等から見る療育手帳の制度面での活用状況 

 
分担研究者 日詰 正文 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 研究目的 
 療育手帳は、知的障害者が①一貫した指
導・相談、②援助・措置を受けやすくするた
めの制度として既に 50 年近く運用されて
きた。本研究では、この②について、現在の
療育手帳が制度上どのように活用されてい
るのか厚生労働省のホームページから確認
できる資料をもとに確認した。 
 
B. 研究方法 
 厚生労働省ホームページ、中央法規出版
の「障害者総合支援六法令和 2 年度」から 
“療育手帳”をキーワードとして通知等を抽
出し、活用の用途ごとに整理した。 
 
C. 研究結果 
■申請時の対象者要件の確認 
（１）障害福祉サービス､障害児支援の対象
者となる知的障害者かどうかは、市町村が
行う認定調査や市町村保健センターや児童
相談所、保健所等の意見書の活用などの方

法で判断しており、療育手帳の所持は必ず
しも求められていない。例えば、 
・訓練等給付費の支給や地域相談支援、障
害児入所施設での支援の対象者かどうか
は、療育手帳に記載されている障害の状
況又は疾病名のみに着目するのではなく、
障害があるが故に日常生活を営むのに支
障を来している状況等を含めて勘案して
判断する。（＊１、＊２） 

・重度障害者等包括支援や障害児通所支援
での支援の対象児童かどうかは、療育手
帳の交付を受けている必要はない。 

 （＊１、＊３） 
としている。 
 
（２）障害者雇用促進法の平成 25 年度改正
時に障害者の範囲、令和元年度改正時に障
害者雇用率の算定対象者となる障害者の確
認方法の明確化を行っている。知的障害者
の場合は、 
・知的障害者判定機関（児童相談所、知的障
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害者更生相談所、精神保健福祉センター、精
神保健指定医又は地域障害者職業センター）
が交付した判定書（知能指数､障害の程度及
び身辺処理能力に関する意見を記入） 
・その他これに準ずる書類（療育手帳）のい
ずれかの方法で確認することとなっている。
（＊４） 
としている。 
 
（３）各種、経済的な支援を受ける際の利便
性が進められている。例えば、 
・生活福祉資金（＊５）、障害者住宅整備費
等の貸付（＊６）、自動車税・軽自動車税又
は自動車取得税の減免（＊７）等の申請 
・鉄道旅客運賃（＊８）、航空旅客運賃（＊
９）､有料道路通行料金（＊１０）の割引を
受ける対象者（知的障害者の障害の程度、同
行者の取扱）等（NHK受診料など）につい
て、療育手帳の確認を行うことを関係省庁
や企業、団体向けに周知している。 
 
（４）デジタル社会の推進に併せて、療育手
帳の提示をせずマイナンバーの利用によっ
て各種支援が受けやすくなる環境整備も進
められている。（＊１１） 
 
■等級判定の参考 
（５）障害者年金の支給対象における障害
の程度の認定に地域差による不公平感が生
じないよう、平成 28 年に等級判定ガイドラ
インが策定されている。知的障害者の場合
の考慮すべき要素に、療育手帳の判定区分
を参考にすることが記載され、 
・療育手帳の判定区分が中度以上（知能指
数がおおむね 50 以下）の場合は、1 級また
は 2 級の可能性を検討する。それより（療
育手帳の判定が）軽度の判定区分になる場

合は、不適応行動等により日常生活に著し
い制限が認められる場合は、2 級の可能性
を検討する。（＊１２） 
としている。 
 
（６）特別児童扶養手当の支給対象の認定
についても障害年金と同様に等級に着目し、 
・療育手帳の交付を受けている時の取り扱
いについては、障害の程度が「Ａ」と記載さ
れているものは 1 級に該当するものとして
認定して差し支えない。（＊１３） 
としている。 
 
■緊急対応が必要な者の把握 
（７）災害時の避難支援を必要とする要援
護者について、日頃から自治体の関係局が
把握を行う必要があることから、個人情報
の取り扱いに留意しつつ、情報共有が模索
されており、障害支援（程度）区分の認定調
査や療育手帳所持者を要援護者の範囲とし
ている場合があることを周知している。 
（＊１４） 
 
（８）英国の研究において（重度の）知的障
害が新型コロナウイルス感染症の死亡及び
入院リスクを上昇させる報告があることを
受け、ワクチンの接種順位の上位（基礎疾患
を有する範囲）に知的障害（療育手帳を所持
している場合）を位置づけている。 
（＊１５） 
 
D. 考察 
 療育手帳は、交付を受けた者が知的障害
者であることを証明するために使う利便性
の用途の他、行政機関が適切に経済的支援
や災害時支援、健康支援などに活用する事
例があること、今後のデジタル社会に向け
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た環境整備も進められているなど、制度運
用の歴史と共に活用が変化していることが
把握できた。 
 
E. 結論 
 療育手帳の制度的な活用場面を、「申請時
の対象者要件の確認」、「等級判定の参考」、 
「緊急対応が必要な者の把握」に分けて整
理､考察を行った。 
 
F. 健康危険情報 該当なし 
 
G. 研究発表 該当なし 
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害保健福祉部長通知） 

 
＊１０「障害者に対する有料道路通行料金
の割引措置について」（平成 15年 11 月 6
日発、都道府県知事、指定都市・中核市市
長あて厚生労働省社会・援護局障害保健
福祉部長通知） 

 
＊１１「療育手帳関係情報に係る独自利用



131 
 

条例の制定について」（令和 2 年 2 月 21
日発、都道府県・指定都市障害保健主管部
（局）長あて厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部企画課長通知） 

 
＊１２「国民年金・厚生年金保険 精神の障  
害に係る等級判定ガイドラインの実施等 
について」（平成 28年 7月 15 日発、日本 
年金機構事業企画部門担当理事・事業推 
進部門（総括担当）理事あて年金局事業管 
理課長通知） 

 
＊１３「特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律施行例別表第三における障害の認
定について」（昭和 57 年 8 月 24 日発、最
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